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第５次滋賀県子ども読書活動推進計画（骨子案） 

～滋賀ならではの「こども としょかん」を目指して～ 

 

１ 計画策定の趣旨 

 現行の「第４次滋賀県子ども読書活動推進計画」については、令和５年度(2023 年

度)が終期となることから、今年度より次期計画の策定に着手し、令和６年(2024 年)

３月の策定に向けて取り組むもの。 

 

２ 計画の枠組 

（１）計画期間 令和６年度（2024 年度）から令和 10 年度（2029 年度）（５年間） 

（２）計画の性格 

〇子どもの読書活動の推進に関する法律第９条第１項に規定される都道府県にお

ける子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（努力義務） 

〇国の「子ども読書活動推進基本計画」（令和 5 年 3 月第五次基本計画策定）や

県の他の関連計画と整合性を図った計画 

〇県内市町が「市町子ども読書活動推進計画」を策定する際の基本となる計画 

 

３ 策定の進め方 

〇教育委員会に設置する「しが子ども読書活動推進協議会」において、基本的方針

および重点的に取り組む事項等について協議し、策定を進める。 

〇市町や関係機関、団体、学識経験者等から意見聴取を行い、検討に反映させる。 

 

４ 今後の主な予定 

令和５年 12 月 常任委員会（原案） 

教育委員会（原案） 

12 月下旬～１月  県民政策コメント 

令和６年３月 常任委員会（県民政策コメント結果および最終案報告） 

教育委員会（計画付議） 

計画策定・公表 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」（抜粋） 

第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子

どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する

施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなけれ

ばならない。 

令和５年(2023 年)10 月 18 日 

1 0 月 定 例 教 育 委 員 会 

報 告 事 項 ア 



第１章　第５次推進計画の策定にあたって

１ 子どもの読書活動推進の意義

２ 計画策定の趣旨

３ 計画の性格と役割

４ 計画期間 令和６年度(2024年度)から令和10年度(2029年度)までの５年間

第２章　第４次計画期間中の成果と課題
１ 第４次計画期間中の主な取組
２ 指標の推移等から見た成果と課題
［成果］

児童・生徒の不読率は全国平均より低い

  滋賀県：小5.0%・中12.3%・高42.9% ／ 全国：小6.4%・中18.6%・高51.1%（令和４年度）

学校司書配置率増加

  学校司書配置率　平成28年度：小49.8%・中34.3% → 令和２年度：小64.2%・中58.3%

   平成29年度：24.1冊 → 令和４年度：24.6冊

［課題］
学校段階が進むにつれた読書率の低下

読書習慣の定着が不十分

 　学校の授業時間以外で平日(月曜日から金曜日)１日当たりの読書時間10分以上の者の割合
滋賀県：小59.4%・中44.1% ／ 全国：小60.0%・中49.4%（令和5年度）

学校図書館の環境のさらなる改善、機能強化

学校図書館図書標準達成状況（令和2年度）
　滋賀県：小49.5%・中29.2% ／ 全国：小71.2％・中61.1％
学校司書配置率（令和2年度） 滋賀県：小64.2%・中58.3% ／ 全国：小68.8%・中64.1%

３ 子どもの読書活動を取り巻く情勢の変化
(1)視覚障害者等の読書環境の整備推進に関する法律の制定

(2)教育におけるデジタル化の進展

(3)第６次「学校図書館図書整備等５か年計画」の策定

(4)国の「第五次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の策定

(5)新型コロナウィルス感染拡大の影響

(6)子どもをまん中に置いた社会づくり（「子ども・子ども・子ども」の視点）

第３章　　計画の基本的な考え方 

1 （仮）目指す姿

２ 基本目標

　 「すべての子どもがいつでもどこでも楽しく読書ができる環境づくり」

３ 基本的方針

(1)いつでもどこでも「こども としょかん」

すべての子どもが本に親しめる環境づくり（学校図書館等、身近な場所で）

(2)「支える人」を支える「こども としょかん」

学校・園・ボランティアなど、子どもの読書活動を支援する人への支援

第５次滋賀県子ども読書活動推進計画 （骨子案）
～滋賀ならではの「こども としょかん」を目指して～

児童図書の公立図書館での年間貸出冊数（12歳以下の県民一人当たり）はやや増加

　　　   1か月に１冊も本を読んでいない児童生徒の割合（令和4年度）
　　　　　　滋賀県：小5.0%・中12.3%・高42.9%

すべての子どもが身近な学校や家庭・地域の人々の関わりにより本に親しみ、より豊かな
人生を送ることのできる滋賀

2 ※太字下線部は第４次計画からの追加・変更点



(3)子育て世代に優しい「こども としょかん」

子育て世代にとって魅力ある図書館づくり

(4)みんなでつくる滋賀県まるごと「こども としょかん」 

４ 第５次計画において重点的に取り組むべき事項

(1)学校図書館の機能強化

(2)子どもの読書活動を支える人づくり

(3)子ども・子育て世代にとって居場所となる図書館

第４章　子どもの読書活動推進のための方策　

１ 子どもの発達の段階に応じた読書活動の推進

(1)乳幼児期

(2)小学生期

(3)中学生・高校生期

　 ２ 家庭における子どもの読書活動の推進

(1)子ども読書活動推進啓発冊子等による啓発および情報提供

(2)保護者に対する読書活動への理解の促進

(3)公立図書館の利用促進

(4)読み聞かせ会等の実施

３ 地域における子どもの読書活動の推進

(1)公立図書館における子どもの読書活動の推進

(2)児童館や公民館等における子どもの読書活動の推進

(3)読書ボランティアなどによる子どもの読書活動の推進

(4)関連機関・団体等との連携による子どもの読書活動の推進

４ 幼稚園・保育所・認定こども園における子どもの読書活動の推進

(1)絵本等に親しむ機会の提供

(2)資料、設備の整備・充実

(3)教員、保育士等の理解や技能の向上

(4)公立図書館やボランティアとの連携

５ 学校における子どもの読書活動の推進

(1)小中学校における子どもの読書活動の推進

(2)高等学校における子どもの読書活動の推進

(3)特別支援学校における子どもの読書活動の推進

６ 啓発・広報等の推進

(1)「子ども読書の日」等における啓発・広報の推進

(2)（仮）しが子ども読書支援センター等による啓発・広報の推進

(3)優れた取組の奨励

７ 推進体制の整備

(1)しが子ども読書活動推進協議会の開催等

(2)（仮）しが子ども読書支援センターによる総合調整

第５章指標の設定

みんなが一体となった取組で子どもの読書環境の充実を目指す。
県立図書館に全県ネットワークにおけるセンター機能（資料や情報の収集・発信、相談、
研究等）を付与

3 ※太字下線部は第４次計画からの追加・変更点
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子ども 保護者

４

「こども としょかん」イメージ図

みんなでつくる滋賀県まるごと「こども としょかん」について（イメージ）

すべての子どもが身近な学校や家庭・地域の人々の関わりにより本に親しみ、より豊かな人生を送ることのできる滋賀

子どもの読書活動に関わる人々、子どもの読書活動を支える人々など、県・市町・民が一体となって、子どもの読書活動を総合的に推進

＝滋賀ならではの「こども としょかん」

しが子ども読書支援センターは、全県ネットワークにおけるセンター機能（資料や情報の収集・発信、相談、研究等）の役割を担う。

目指す姿（仮）

地域の方々

子ども
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ボランティア

保護者
読書

ボランティア

司 書

教 員
学校司書
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参 考 

 子どもの読書活動に関する状況等 

① 1 か月に１冊も本を読んでいない児童生徒の割合 

 

 

 

 

 
  

（１）「不読率」等について 
①県内の小学生の不読率は、過去 10 年で最大 
②１日 10 分以上読書をする児童生徒の割合が全国平均を下回っている 
③家にある本が「10 冊以下」と答えた小・中学生が 10％程度存在 
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②  １日当たり 10 分以上読書している児童生徒の割合 
                           ［文科省「全国学力・学習状況調査」］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 家にある本が「10 冊以下」と答えた子ども ［文科省「R５ 全国学力・学習状況調査」］ 

    小学 6 年生：1２.８％（全国：１２．９％）   中学生：1５.９％（全国：１５．２％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

  ①学校司書配置学校（公立）数の割合 

    小学校：64.2％（全国：69.1％）   中学校：58.3％（全国：65.9％） 

※県生涯学習課による直近の調査（学校司書配置状況調査（R5.6）では、 

小学校（市町立）：７６．１％   中学校（市町立）：７４．２％ 

②公立学校図書館図書標準の達成状況★ 

    小学校：49.5％（全国：71.2％）  中学校：２９．２％（全国：61.1％）  

   ★学校図書館図書標準の達成状況とは・・・ 

   →学校図書館図書標準の達成率が 100％の学校の割合 

    ※図書標準冊数に１冊でも足りない学校は（99.9％でも）「未達成」となる。 

 

 

  

学校図書館図書標準について 

〇公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書冊数の標準を学級数に応じて定めたもの。 

（例）18 学級の小学校：10,360 冊、15 学級の中学校：12,160 冊 

〇学校図書館図書標準の達成率 

→各学校における学校図書館標準に基づく蔵書冊数の達成割合 

（例）蔵書冊数標準が 7,000 冊である学校の蔵書が 5,600 冊の場合、当該学校の達成率は 80％。 

 ※注意：蔵書の状態(発行年度、傷み具合等)は考慮されず、除籍(処分)まで蔵書としてカウント。 

＜参考＞ 

 滋賀県 市町立学校図書館の蔵書冊数（令和元年度末）［R2 文科省：学校図書館の現状に関する調査］ 

 小学校 1,947,903 冊 中学校 1,002,359 冊 

（図書標準達成のためには、概ね小学校で 134,000 冊、中学校で 164,000 冊 が必要） 

（２）学校図書館の状況について ［文科省「R2 学校図書館の現状に関する調査」］ 

①学校司書の配置割合が小・中学校とも全国平均を下回っている 

②図書標準冊数を達成している割合が小・中学校とも全国平均を下回っている
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③県内市町図書館アンケート（R４．９月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童サービス全般における市町立図書館の課題 

青色(濃い色)の項

目は学校関連 


